
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
三
日
受
領 

答

弁

第

二

四

八

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
一
第
二
四
八
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
三
日 

内
閣
総
理
大
臣 

安

倍

晋

三 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
朝
鮮
学
校
の
財
務
的
背
景
と
朝
鮮
総
連
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
朝
鮮
学
校
の
財
務
的
背
景
と
朝
鮮
総
連
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
債
権
回
収
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
（
以
下
「
整
理
回

収
機
構
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
今
後
の
債
権
回
収
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え

た
い
が
、
一
般
に
、
特
定
の
債
務
者
に
対
す
る
債
権
に
関
し
、
当
該
特
定
の
債
務
者
以
外
の
者
（
以
下
「
別
個
の
者
」
と
い

う
。
）
か
ら
法
令
に
の
っ
と
っ
た
債
権
回
収
を
行
う
た
め
に
は
、
別
個
の
者
名
義
の
資
産
の
帰
属
主
体
が
当
該
特
定
の
債
務

者
で
あ
る
等
、
両
者
が
事
実
上
一
体
で
あ
る
こ
と
等
の
事
実
を
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
整
理
回
収
機
構
及
び
預
金
保
険
機
構
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
付
与
さ
れ
た
権
能
及
び
債
権
回
収
に
関
す
る
知
見

や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
な
が
ら
、
債
権
回
収
に
必
要
な
事
実
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
法
令
に
の
っ
と
り
適
切
に
対
応
し
て

い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

金
融
庁
に
お
い
て
は
、
同
庁
作
成
の
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
基
づ
き
、
金
融
機
関
に
よ
る
国
内
外
の
制
裁
に
係
る
法
規
制
等
の
遵
守
の
観
点
か
ら
、
金
融
機
関
に
対
し
て
、
顧
客
の
氏



 

２ 

 

名
等
と
関
係
当
局
に
よ
る
制
裁
リ
ス
ト
と
を
照
合
す
る
等
の
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
明
確
化
さ
れ
た
必
要
な
措
置
の
実
施
を
求

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


